
社会教育関係団体補助金等に関する経緯について 

 

【令和６年３月】  

○守口市社会教育関係団体補助金予算増額分含めた令和６年度当初予算成立 

  ・予算額 50万円→100 万円 

  ・50万円増額の内訳（文化協会への補助金５万円増額、スポーツ少年団への補助

金 15 万円、スポーツ協会への補助金 30万円） 

○守口市社会教育関係団体補助金交付要綱改正 

  補助対象事業に、スポーツ少年団レクリエーション関連事業と市総合体育大会関

連事業を追加 

 

【令和６年６月】 

○市議会において、「社会教育関係団体補助金に関する事務調査特別委員会」が設置 

 

【令和６年８月】 

○「社会教育関係団体補助金に関する事務調査特別委員会」に地方自治法第 100 条

の調査権が付与される 

 

【令和６年 12 月】 

 ○市議会において、「社会教育関係団体補助金に関する事務調査報告について」可決 

 

【令和７年２月～８月】 

 ○令和７年度当初予算について審議 

  ・令和７年３月 ４月～６月分の暫定予算可決 

  ・令和７年５月 ７月～９月分の暫定予算可決 

    

【令和７年８月】 

 ○令和７年度当初予算（修正分）成立 

  ・社会教育関係団体補助金予算の減額（70万円→50万円 文化協会への補助金５

万円増額分、スポーツ少年団への補助金 15 万円分減額） 

  ・スポーツ関係団体補助金予算の減額（132 万円→0円） 


